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※ 任用の状況等を踏まえて、登録者の中から選

考を行い必要に応じて任用することから、必

ずしも任用されるものではありませんので、

あらかじめご了承ください。

○ 勤務条件等の詳細は、町ホーム

ページでご確認ください。

有効期限が切れる方に新しい子ども医療費受給者証を送付します
 町民課 ☎ 025 ー 784 ー 3453

 対 象 者 　令和５年度中に、3歳、6 歳、9 歳、12 歳、15 歳になった（なる）方。

　新しい受給者証は 3月末頃発送予定です。

 助成内容 　対象児童の、通院や入院に要する自己負担分（2 割または 3割）を全額助成します。

※「保険適用外」の費用は助成対象外ですのでご留意ください。

 対象児童 　0 歳～ 18歳までの湯沢町に住所のある児童

※「18 歳」は、18 歳になったあとの最初の 3月 31 日まで

 助成方法 　助成方法（助成の受け方）は、県内で受診した場合と県外で受診した場合で異なります。

①新潟県内受診　�保険証と受給者証を医療機関等の窓口に提示してください。医療機関等の窓口で

の自己負担（保険適用の費用に限る）はありません。

②新潟県外受診　�一旦、自己負担分（医療費の2割または3割）を医療機関等の窓口でお支払いください。

その後、町民課に申請していただく事で、受給者の口座に助成額をお振り込みします。

※申請は受診から 6 か月以内にしていただくようお願いいたします。

※申請の際は、領収書・受給者の口座がわかるものをお持ちください。

 そ の 他 　・受給者証を紛失した場合は、再交付の手続きにお越しください。

・�ひとり親（母子、父子）家庭の児童や、障がいのある児童は、別の医療費助成事業に該当する場合

がありますのでご相談ください。

湯沢町子ども医療費助成制度について　～町が子ども医療費を助成します～

湯沢町会計年度任用職員登録者募集
　総務課 総務係　☎ 025 ー 784 ー 3451

　令和６年４月１日以降に任用を予定している湯沢町会計年度任用職員の登録者を募集します。

募集職種 保育士 特別支援学級　介助員・介助助手 スクール・サポート・スタッフ（SSS）

登録資格
保育士資格または幼稚園
教諭免許を有する方

教諭免許または保育士資格を有する方が望
ましい

高卒以上の学歴を有する方

勤務場所
湯沢認定こども園または
総合子育て支援センター

湯沢小、中学校 湯沢中学校

仕事内容 保育業務
児童生徒の学習活動支援

（特別支援学級での児童生徒の学習活動支援等）
教員業務支援

（各種資料の印刷、配布準備、校内消毒等）

給料
（報酬）

月額 176,100 円～
※�週５日、１日 7 時間 45
分勤務

介�助�員 <資格あり >
月額：159,058 円～
介助助手 <資格なし >
月額：150,477 円～
※週５日、１日７時間勤務（休憩時間 45 分）

月額：128,980 円～
※�週５日、午前 9 時 30 分～午後 4 時 15
分の１日６時間勤務　（休憩時間 45 分）

募集人数 若干名 介助員�２名　介助助手�３名 １名

※湯沢認定こども園は、早番（午前 7 時 30 分から）、遅番（午後 7 時まで）、土曜・日曜・祝日出勤等のシフト勤務あり

　総合子育て支援センターは、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分以内勤務

※介助員・介助助手およびスクール・サポート・スタッフ（SSS）は、学期間休業日（春・夏・冬休み等）は任用しません。

 任用期間 　原則、４月１日～３月 31 日内で任用（再度任用の場合あり）

 募集期間 　随時 ※応募時に既に任用者が決定している場合があります。

 応募方法 　 「会計年度任用職員登録申込書」に所定事項を記入し、登録に必

要な資格証や免許証の写しを添付のうえ、湯沢町役場総務課に持

参または郵送で提出してください。申込書は、町ホームページ

からダウンロードいただくか、役場総務課でお渡しいたします。


